
気象警報時及び鉄道運休の際の臨時措置 
 

１． 大阪府の「岸和田市」に午前 7時現在、「各種特別警報」もしくは「大雨警報」や「暴風警

報」が発令されている場合、当日のスクーリング、アシスト授業、特別活動及び単位認定試験

等は下記のとおりとします。「各種特別警報」もしくは「大雨警報」か「暴風警報」以外の警報

や各種注意報の発令は、平常の登校となります。 

※各自の居住市町村に下記の「各種特別警報」もしくは「大雨警報」や「暴風警報」が発令さ

れている場合は、登校を見合わせることができる。その場合、速やかに学校へ連絡すること。 

※「各種特別警報」もしくは「大雨警報」か「暴風警報」が解除された場合でも、公共交通機

関が不通になっている時は、その旨を担当教員に連絡し指示を仰ぐこと。 

※登校途中に「各種特別警報」もしくは「大雨警報」か「暴風警報」の発令を確認した場合

は、安全面に十分注意を払い、帰宅して自宅で待機すること。 

※「各種特別警報」もしくは「大雨警報」か「暴風警報」以外の警報や注意報が発令されてい

る場合、事故のないよう十分注意して登校する。周囲の状況から判断して危険を感じた時

は、学校にその旨を連絡して指示を仰ぐこと。 

※学校にいる間に、「各種特別警報」もしくは「大雨警報」か「暴風警報」が発令された場合

は、学校からの指示に従うこと。 

○各種特別警報とは大雨特別警報、大雪特別警報、暴風特別警報、暴風雪特別警報をいう。 

 

２． 鉄道会社が何らかの理由により運転を見合わせた場合についても、気象警報時と同様に午

前 7時現在、南海本線が運転を再開しない場合は、スクーリング、アシスト授業及び単位認定

試験等一切の授業及び試験を中止します。 

なお、振替授業等については後日案内します。 
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